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青森都市計画土地区画整理事業の変更（青森市決定） 

 

 

 

都市計画大野南土地区画整理事業を廃止する 。 

 

 

 

理 由 

 大野南土地区画整理事業は、平成 8 年に計画的に良好な市街地形成を図ることを目的と

して都市計画決定したが、長期に渡り未着手となっている。 

現在においても事業実施に必要な権利者の同意を得ることが困難な状況にあり、また、今

後もこの状況が変わる見込みがなく、本事業の実現は極めて困難であることから、大野南土

地区画整理事業の都市計画を廃止するものである。 

（詳細は、別紙変更理由のとおり。） 



青森都市計画土地区画整理事業の変更理由 

 

 

○大野南土地区画整理事業の廃止 

 

大野南土地区画整理事業は、土地所有者等（以下、「地権者」という。）が土地区

画整理組合を設立して地区内の整備を一体的に行う組合施行による土地区画整理

事業を行うこととして、平成６年に一部の地権者が発起人となり、青森市大野南地

区土地区画整理組合設立準備委員会を組織し、その後、名称を青森市大野南土地区

画整理組合設立準備会（以下、「準備会」という。）に変更する等し、土地区画整理

組合の設立に向けてこれまで活動してきた経緯がある。 

本市では、こうした地権者による組合施行の土地区画整理事業の機運を踏まえ、

大野南地区の都市基盤整備を計画的に進め、良好な市街地形成が図られるよう、平

成８年に大野南土地区画整理事業を都市計画決定した。 

しかしながら、地元の準備会結成から約３０年が経過した現在においても、土地

区画整理組合設立の認可には至っていない。 

こうした状況の中、令和５年３月には、発起人の関係者を含む一部の地権者から

土地区画整理事業の変更（廃止）を求める要望書が本市に提出されたこと等を踏ま

え、本市では、令和５年１１月から１２月にかけて、全ての地権者に対して本事業

に関する意向確認の調査を行ったところ、事業廃止の意向が大半を占め、土地区画

整理組合の設立に必要な要件を満たしていないことが確認されたこと等から、令和

６年４月に地権者を対象とした「大野南地区のまちづくりの方向性に関する説明会」

を開催し、本市としては、土地区画整理事業以外の手法による土地利用の促進を検

討する旨の方針を示したところである。 

大野南土地区画整理事業については、現在においても事業実施に必要な権利者の

同意を得ることが困難な状況にあり、また、今後もこの状況が変わる見込みがなく、

本事業の実現は極めて困難であることから、大野南土地区画整理事業の都市計画を

廃止するものである。 

 


